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過誤申立，過誤処理，再請求及び給付管理票の修正の時期と給付費の流れについて 

例：4月提供分の請求誤りが 6月末に発覚した場合，次の４パターンごとに説明します。 ＊５０等の○数字 は介護報酬の単位数です。             

通常過誤（請求単位数が増える場合），通常過誤（請求単位数が減る場合），同月過誤（請求単位数が増える場合），同月過誤（請求単位数が減る場合） 
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例：４月提供分について，（誤）１００単位，（正）５０単位

過誤処理月８月，８月提供分を２００単位とする

過誤処理月の翌月10日までに給付管理票の修正をしてください。

過誤処理と同じ月に給付管理票の修正を行うと，

給付管理票の修正が優先され過誤処理が翌月になるため，

再請求の時期も当初予定より遅れてしまいます。また，単位数が減

る場合，過誤処理月の前に管理給付票の修正を行うとエラーとなり

修正ができません。

サービス事業所と給付管理を行う事業所で連絡調整をしてください。
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通常過誤 単位数が減る場合（金額が低くなる過誤）
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例：４月提供分について，（誤）５０単位，（正）１００単位

過誤処理月８月，８月提供分を２００単位とする
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通常過誤 単位数が増える場合（金額が高くなる過誤）
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過誤処理月の前後どちらかの月の10日までに給付管理票の修正を

してください。

過誤処理と同じ月に給付管理票の修正を行うと，

給付管理票の修正が優先され過誤処理が翌月になるため，

再請求の時期も当初予定より遅れてしまいます。

サービス事業所と給付管理を行う事業所で連絡調整をしてください。
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過誤申立，過誤処理，再請求及び給付管理票の修正の時期と給付費の流れについて 

例：4 月提供分の請求誤りが 6 月末に発覚した場合，次の４パターンごとに説明します。 ＊５０等の○数字 は介護報酬の単位数です。  

通常過誤（請求単位数が増える場合），通常過誤（請求単位数が減る場合），同月過誤（請求単位数が増える場合），同月過誤（請求単位数が減る場合） 
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例：４月提供分について，（誤）１００単位，（正）５０単位

過誤処理月８月，８月提供分を２００単位とする

要相談

過誤処理月8月

請求誤りが発覚

同月過誤 単位数が減る場合（金額が低くなる過誤）
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50

過誤処理月の翌月10日までに給付管理票の修正をしてください。

過誤処理と同じ月に給付管理票の修正を行うと，給付管理票の修正が優先され，

過誤処理が翌月になるため，過誤で取り下げとなっていない再請求分は返戻とな

ります。サービス事業所と給付管理を行う事業所で連絡調整をしてください。

合算(-50+200)
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例：４月提供分について，（誤）５０単位，（正）１００単位

過誤処理月８月，８月提供分を２００単位とする
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同月過誤 単位数が増える場合（金額が高くなる過誤）
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100

過誤処理月の前月10日までに給付管理票の修正をしてください。

給付管理票の修正が完了する前に，単位数が増える同月過誤を実施

した場合，再請求分は上限審査によって返戻され，通常過誤扱いとな

り過誤による返還のみが先に発生してしまいます。

サービス事業所と給付管理を行う事業所で連絡調整をしてください。

合算(50＋200)

差額調整(-50+100)


